
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  従業員に対する報奨金 

Ｑ：当社では、会社の営業成績向上策とし

て報奨金制度を設けようと思っています。こ

の報奨金に対する税務の取扱いはどのように

なりますか？ 

 

Ａ：従業員に対する報奨金は、原則として

給与として取り扱われます。 

【解説】 

会社が、販売成績を伸ばすため、従業員各

人に販売目標を設定させ、これを達成した従

業員について報奨金を出すといったことはよ

く行われていますが、こうした報奨金は、雇

用契約に基づく労務の対価として成績優秀者

に支給されるものですから、給与として取り

扱われることとなっています。 

また、報奨金の代わりに旅行に招待すると

いう場合もありますが、この場合であっても、

労務の対価として旅行に招待するわけですか

ら、同様に給与として取り扱われます。 

なお、会社によっては、営業所単位で目標

額を設定して、営業所がその目標額を達成し

たときは、その営業所に報奨金を出すという

ケースもあります。 

このような場合には、その営業所がその報

奨金を費用化したときに、その内容に応じた

取扱いがなされます。たとえば、次のような

場合には、次のような取扱いになります。 

① 営業所の従業員間で分配したとき 

給与 

② 営業所全員参加の慰安旅行や会食の費用

として支出したとき 

福利厚生費 
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